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養老町除雪活動補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、道路管理者により除雪が行われない道路の通行確保のため、

区が整備する除雪に必要な機材の購入費用に対し補助金を交付するものとし、そ

の交付について養老町補助金交付規則（平成元年養老町規則第２号）に定めるも

ののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象者） 

第２条 この要綱において、補助金の交付申請者となることができる者は、養老町

区長設置に関する規程（平成６年養老町訓令甲第４号）に規定する区長をいい、

その区域を代表する者とする。 

２ 前項の規定に関わらず、補助金の交付申請者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、補助対象者としない。 

 (1) 代表者が養老町暴力団排除条例(平成24年養老町条例第2号。以下「条例」

という。)第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団

員等であるとき。 

(2) 代表者が条例第２条第２号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者と

認められるとき。 

(3) 代表者が町税(国民健康保険税を除く。)に未納がある者と認められると

き。 

（補助対象経費） 

第３条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表に掲げ

る機材の購入費用とする。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費に２分の１を乗じて得た額と

し、20万円を限度額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が

あるときは、その端数を切り捨てるものとする。 

（補助金の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、養老町

除雪活動補助金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて町長に提
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出しなければならない。 

(1) 購入予定の機材の購入予定価格が確認できる見積書 

(2) 購入予定の機材の規格又は仕様等が確認できる書類 

(3) その他町長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第６条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る内容

を審査し、補助金交付の適否を決定し、養老町除雪活動補助金交付決定（却下）

通知書（様式第２号）により当該申請者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第７条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、機材を購入後、速やか

に養老町除雪活動補助金実績報告書（様式第３号）に、次に掲げる書類を添え

て、町長に提出しなければならない。 

(1) 機材購入に係る領収書の写し 

(2) 購入した機材の写真 

(3) その他町長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第８条 町長は、前条の規定による実績報告書を受けたときは、その内容を審査

し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、養老町除雪活動

補助金額確定通知書(様式第４号)により申請者に通知するものとする。 

 （補助金の交付請求） 

第９条 前条の規定による通知を受けた者は、養老町除雪活動補助金交付請求書

(様式第５号)により、町長に補助金を請求するものとする。 

（補助金の取消し及び返還） 

第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると

認めるときは、補助金の交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交

付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 

(1) この要綱の規定に違反したとき  

(2) 偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受けたことが明らかにな

ったとき 

(3) その他町長が補助金の交付を適当でないと認めたとき 
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（委任） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長

が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

 （この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和８年３月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に補

助金の交付を受けたものに係る第10条の規定は、この要綱の失効後も、なおその

効力を有する。 

 

別表（第３条関係） 

機材名 小型除雪機 

凍結防止剤等散布機 

スノープラウ 

その他町長が必要と認めた機材 

 

 

 

 

 

 

 


